令和８年度ボランティア相談員募集要項

１　活動内容　・児童生徒とのふれあい活動をとおして、他人への思いやり、
いのち、人権の大切さなど、豊かな人間性を育成するための
相談・援助に関すること。
　　　　　　　・地域のいじめ等の問題の状況把握に関することなど、学校・家・
地域社会との連携に関すること。
　　　　　　　・さわやか相談員との連携及び協力に関すること。
           　 ・その他、学校長が指示する相談活動に関すること。

２　募集人員　５名（予定）

３　応募資格　子供の悩み等の相談に応じることができる知識や経験を有する人、
または、相談活動に意欲・関心がある人。

４　委嘱期間　令和８年４月上旬から令和９年３月３１日まで

５　応募方法　本人が応募書類を戸田市立教育センターに直接持参する。
　　　　　　　※持参できない場合は電話連絡を入れた上で郵送する。

６　提出書類  ・履歴書　１部
（厚生労働省履歴書様式例のもの、または戸田市教育委員会のホー
ムページからダウンロードしたものに最近３か月以内の写真を貼
付したもの
　　　　　　　・ボランティア相談員志願書　１部
　　　　　　　（戸田市教育委員会のホームページからダウンロードしたもの）
　　　　　　　・面接日通知用封筒
（１１０円切手を貼付し、自宅住所・氏名を記載）１通
・選考結果用封筒
　　　　　　　（１１０円切手を貼付し、自宅住所・氏名を記載）１通
　　　　　　　※履歴書及び志願書のダウンロード先
　　　　　　　　（戸田市教育委員会のホームページ）→「（戸田市教育委員会）→（ボランティ
ア相談員の募集について）→（履歴書・志願書）」

７　募集締切　募集人員に達し次第締切

８　選考方法　書類及び面接によって選考する。
なお、面接の日時は、後日郵送で通知する。

９　結果通知　郵送により通知する。

10　活動条件　活動時間　１日４時間（週２日以上５日以内）
　中学校１校につきボランティア相談員２名の活動日数の
合計が２００日以内
謝　　礼　１日４，５００円(予定)

11　備　　考　・活動場所は、戸田市教育委員会が指定する戸田市内中学校とする。
　　　　　　　・応募書類が不備なものは受け付けない。また、一度提出された書
類は返却しない。
　　　　　　　・選考結果に関する問い合わせには応じられない。

12　問 合 せ　〒335-0022　戸田市上戸田１丁目１９番１４号
               戸田市教育委員会教育政策室（教育センター）048-434-5660
